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株式会社ミヤノメディックスとの合併契約締結について 

 

当社は、株式会社ミヤノメディックス（本社：広島県福山市、代表取締役社長：桐山和雄、

以下「ミヤノメディックス」）との合併契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

 

１． 背景と目的 

当社は、中国地方全域を営業基盤として、医療用医薬品だけでなく、医療機器等のメディ

カル品※１も幅広く取り扱い、また医療機器分野において高度な専門知識を有するスタッフを

配置するなど、医療用医薬品等卸売事業を通じて地域医療に貢献しております。 

ミヤノメディックスは、７０年以上にわたって広島県福山市を中心とした地域密着型の医

療機器卸売業を営んでおります。高度管理医療機器、動物用医療機器等を幅広く取り扱い、

納品後の保守・メンテナンスにも対応できるノウハウを培ってきました。 

２０２５年９月、当社は、メディカル品における取り扱い品目の拡充および営業力の強化

等を目的として、ミヤノメディックスの全株式を取得し子会社化いたしました。このたびの

合併を通じて、地域医療への提供価値をより一層高めるべく、ミヤノメディックスが有する

高度管理医療機器や動物用医療機器等の幅広く専門性の高い製品と専門的なノウハウを活か

したサービスを、中国地方全域の医療機関や動物病院に提供することを目指してまいります。 

 
 ※1 メディカル品：診断薬、医療機器・材料、栄養食品等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

２． 合併の要旨 

（１）日程 

合併契約の承認取締役会（当社） ２０２６年５月２８日 

合併契約の代表取締役承認（ミヤノメディックス） ２０２６年５月２８日 

合併契約の締結 ２０２６年６月１６日 

合併効力発生日 ２０２６年１０月１日（予定） 

 （注）当該合併について、当社では会社法第７９６条第２項に規定する簡易組織再編に該当するため、株
主総会の承認を経ずに実施する予定です。また、ミヤノメディックスでは会社法第７８４条第１項に
規定する略式組織再編に該当するため、株主総会の承認を経ずに実施する予定です。 

 

（２）合併方式 

  当社を存続会社、ミヤノメディックスを消滅会社とする吸収合併方式といたします。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

  本合併に伴う株式、その他金銭等の割当てはありません。 

 

 

３．ミヤノメディックスの概要（２０２６年３月３１日現在） 

（１）商号 株式会社ミヤノメディックス 

（２）事業内容 医療機器、衛生材料等の販売、保守、医療用具の賃貸 

（３）設立年月日 １９７７年１２月２３日※２ 

（４）本店所在地 広島県福山市吉津町 1２番５号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 桐山 和雄 

（６）資本金の額 １０百万円 

（７）発行済株式数 １２，０００株 

（８）決算期 ６月 

（９）大株主および持株比率 当社１００％ 

  ※２ １９４７年４月創業 

 
 

４．合併後の状況（予定） 

  本合併後の当社の商号、本店所在地等を変更する予定はありません。 

 

 

以 上 


